
参考４
保険料と経過措置等の財源に関するイメージ図

●23区における医療費と財源の関係 ●経過措置等と保険料・高額療養費の関係

【23・24年度】 【25年度・26年度】

　経過措置の財源は繰入金（区費）とし、繰入金の増加をまね
かないためにその相当額を高額療養費の一部から算入する。
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　　 （注）　区一般会計繰入金【Ｂ】＋経過措置（①＋②＋③）　＝　区一般会計繰入金【Ａ】
　　　　　　 区一般会計繰入金【Ｃ】＋減額措置（㋐）　　　　　　　＝　区一般会計繰入金【Ａ】

減額措置軽減分を算入（㋐）
経過措置軽減分を算入

（①＋②＋③）
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